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市民局男女共同参画課 

次期・男女共同参画せんだいプランの策定に向けて 

１ 論点 

① 計画の構成をどのようにするか 

② 計画の対象分野をどのようにすべきか 

③ どのような取り組みに重点を置くべきか 

④ 成果目標等の設定をどのようにするか（目標数の整理、新たな目標設定等） 

⑤ 推進体制をどのように考えるか 

 

２ 現行プラン（男女共同参画せんだいプラン 2011）について 

（１）構成 

第 1 章 計画の基本的な考え方 

第 2 章 男女共同参画の推進のための施策 ←6 つの基本目標 

第 3 章 今後 5 年間における優先的・重点的な取り組みについて ←4 つの分野 

第 4 章 計画の推進 

 

（２）枠組み 

  ① 6つの基本目標：中長期的に取り組むべき柱 

   基本目標ごとに施策の方向を設定し、個別事業を掲示している。 

   １ 政策・意思決定過程への女性の参画          （施策の方向４項目 15事業）  

２ 男女共同参画への理解の促進                 （施策の方向９項目 53事業） 

３ 男女の仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ)の推進（施策の方向５項目 41事業） 

４ あらゆる分野への男女の参画機会の確保    （施策の方向６項目 42事業） 

５ 女性に対する暴力の根絶                     （施策の方向７項目 60事業） 

６ 震災復興と地域づくりにおける男女共同参画   （施策の方向６項目 47事業） 

 

② 4つの優先的・重点的な取り組み分野 

  分野ごとに「重点課題」と「成果目標・モニタリング指標」を設定している。 

１ 政策形成及び意思決定の場に女性の参画を進めます （重点課題２項目 ５目標 ２指標） 

２ 男女共同参画の観点から地域における活動を広げます（重点課題３項目 ２目標  ５指標） 

３ 男女の仕事と生活の調和の取り組みを広げます   （重点課題３項目  11目標  ８指標） 

４ ＤＶの防止と被害者支援を進めます        （重点課題４項目 ２目標 ６指標） 

 

（３）推進体制 

  ①庁内  ②仙台市男女共同参画推進審議会  ③（公財）せんだい男女共同参画財団との連携 

  ④宮城県との連携  ⑤推進拠点（エル・パーク仙台、エル・ソーラ仙台） 
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